
世帯の
課税状況

利用者
負担段階

介護度 １割
（参考）

２割
１割 2割

要介護１ 682 18 12 23 11 46 40 50 792 23,850 ¥24,184 ¥48,368 ¥1,650 ¥150 ¥2,066 ¥115,980 ¥140,164 ¥164,348

要介護２ 753 18 12 23 11 46 40 50 863 25,980 ¥26,344 ¥52,688 ¥1,650 ¥150 ¥2,066 ¥115,980 ¥142,324 ¥168,668

要介護３ 828 18 12 23 11 46 40 50 938 28,230 ¥28,626 ¥57,251 ¥1,650 ¥150 ¥2,066 ¥115,980 ¥144,606 ¥173,231

要介護４ 901 18 12 23 11 46 40 50 1,011 30,420 ¥30,846 ¥61,692 ¥1,650 ¥150 ¥2,066 ¥115,980 ¥146,826 ¥177,672

要介護５ 971 18 12 23 11 46 40 50 1,081 32,520 ¥32,976 ¥65,951 ¥1,650 ¥150 ¥2,066 ¥115,980 ¥148,956 ¥181,931

要介護１ 682 18 12 23 11 46 40 50 792 23,850 ¥24,184 ¥48,368 ¥1,360 ¥150 ¥1,370 ¥86,400 ¥110,584

要介護２ 753 18 12 23 11 46 40 50 863 25,980 ¥26,344 ¥52,688 ¥1,360 ¥150 ¥1,370 ¥86,400 ¥112,744

要介護３ 828 18 12 23 11 46 40 50 938 28,230 ¥28,626 ¥57,251 ¥1,360 ¥150 ¥1,370 ¥86,400 ¥115,026

要介護４ 901 18 12 23 11 46 40 50 1,011 30,420 ¥30,846 ¥61,692 ¥1,360 ¥150 ¥1,370 ¥86,400 ¥117,246

要介護５ 971 18 12 23 11 46 40 50 1,081 32,520 ¥32,976 ¥65,951 ¥1,360 ¥150 ¥1,370 ¥86,400 ¥119,376

要介護１ 682 18 12 23 11 46 40 50 792 23,850 ¥24,184 ¥48,368 ¥650 ¥150 ¥1,370 ¥65,100 ¥89,284

要介護２ 753 18 12 23 11 46 40 50 863 25,980 ¥26,344 ¥52,688 ¥650 ¥150 ¥1,370 ¥65,100 ¥91,444

要介護３ 828 18 12 23 11 46 40 50 938 28,230 ¥28,626 ¥57,251 ¥650 ¥150 ¥1,370 ¥65,100 ¥93,726

要介護４ 901 18 12 23 11 46 40 50 1,011 30,420 ¥30,846 ¥61,692 ¥650 ¥150 ¥1,370 ¥65,100 ¥95,946

要介護５ 971 18 12 23 11 46 40 50 1,081 32,520 ¥32,976 ¥65,951 ¥650 ¥150 ¥1,370 ¥65,100 ¥98,076

要介護１ 682 18 12 23 11 46 40 50 792 23,850 ¥24,184 ¥48,368 ¥390 ¥150 ¥880 ¥42,600 ¥66,784

要介護２ 753 18 12 23 11 46 40 50 863 25,980 ¥26,344 ¥52,688 ¥390 ¥150 ¥880 ¥42,600 ¥68,944

要介護３ 828 18 12 23 11 46 40 50 938 28,230 ¥28,626 ¥57,251 ¥390 ¥150 ¥880 ¥42,600 ¥71,226

要介護４ 901 18 12 23 11 46 40 50 1,011 30,420 ¥30,846 ¥61,692 ¥390 ¥150 ¥880 ¥42,600 ¥73,446

要介護５ 971 18 12 23 11 46 40 50 1,081 32,520 ¥32,976 ¥65,951 ¥390 ¥150 ¥880 ¥42,600 ¥75,576

要介護１ 682 18 12 23 11 46 40 50 792 23,850 ¥24,184 ¥48,368 ¥300 ¥150 ¥880 ¥39,900 ¥64,084

要介護２ 753 18 12 23 11 46 40 50 863 25,980 ¥26,344 ¥52,688 ¥300 ¥150 ¥880 ¥39,900 ¥66,244

要介護３ 828 18 12 23 11 46 40 50 938 28,230 ¥28,626 ¥57,251 ¥300 ¥150 ¥880 ¥39,900 ¥68,526

要介護４ 901 18 12 23 11 46 40 50 1,011 30,420 ¥30,846 ¥61,692 ¥300 ¥150 ¥880 ¥39,900 ¥70,746

要介護５ 971 18 12 23 11 46 40 50 1,081 32,520 ¥32,976 ¥65,951 ¥300 ¥150 ¥880 ¥39,900 ¥72,876
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特別養護老人ホーム　遊生の園　料金表　（令和7年12月1日より）
（『特別養護老人ホーム　遊生の園』の介護サービス費区分は、「ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（Ⅰ）」です。）

（表の見方について）

・表記載の「基本報酬単位数」及び
「加算単位数」は、特に注記のない限
り、全て１日あたりの数値です。

・１単位の単価は、10.14円です。

・１か月を30日として計算しています。
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加算単位数 単位数合計 〔Ａ〕介護サービス費（月） 食費や居住費（日）

〔Ｂ〕
食費や
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合計（月）

〔Ａ＋Ｂ〕
自己負担額
合計（月）
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住民税
非課税

第３段階➁

年金収入額と
合計所得額の

合計が
年間１２０万円

超の方

第3段階①
年金収入額と
合計所得額の

合計が
年間８０万円

超１２０万円以下
の方

第２段階

年金収入額と
合計所得額の

合計が
年間８０万円

以下の方
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（注５）食費と居住費の負担軽減を受けるには、「所得要件」と「資産要件」を満たす必要があります。　「所得要件」→世帯全員が住民税非課税（※世帯を別にする配偶者がいる場合は、その方も住民税非課税）
　　　　「資産要件」→利用者負担段階によって預貯金等の要件が異なります。

（注６）65歳以上の方で、一定以上の所得のある方は、サービスを利用した時の負担割合が２割または３割となります。

第１段階

老齢福祉年金
受給者や

生活保護の方

（注１）介護サービス費の負担を軽減する制度として、『高額介護サービス費』支給制度があります。この支払上限額は、利用者の所得などに応じて設定されます。

（注２）上記以外の費用として、医療費（往診料／受診料等）、理美容代、個室持ち込み家電に係る電気代、日用品等の購入費、行事参加等の実費などがあります。

（注３）表記載以外の加算として、「初期加算」１日30単位（入所から３０日間）や「安全対策体制加算」1回20単位(入所時1回のみ)、「若年性認知症入所者受入加算」、「看取り介護加算」等があります。また、毎月、１か
月の単位数合計に一定の割合を乗じて、「介護職員処遇改善加算」が算定されます。

（注４）今後、当施設におけるサービスの提供内容や職員体制の変更、介護報酬の改定等により、算定する加算の種類が増減する場合がございます。あらかじめご了承ください。


